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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
農
業
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
農
業
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
、
農
業
収
入
の
減
少
に
伴
う
農
業
経

営
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
保
険
の
事
業
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
農
業
共
済
事
業
に
つ
い
て
共
済
関
係
の
成
立
に
係
る
方
式
の

変
更
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
題
名
等

題
名
を
「
農
業
保
険
法
」
に
改
め
る
と
と
も
に
、
目
的
規
定
を
整
備
す
る
。

二
、
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
の
創
設

１

農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
と
す
る
。

イ

被
保
険
者
の
農
業
収
入
の
減
少
に
つ
い
て
、
当
該
被
保
険
者
に
対
し
保
険
金
を
交
付
す
る
事
業
（
以
下
「
農
業
経
営

収
入
保
険
」
と
い
う
。
）

ロ

被
保
険
者
で
保
険
金
の
支
払
が
見
込
ま
れ
る
も
の
に
対
し
、
そ
の
見
込
額
の
範
囲
内
で
、
当
該
被
保
険
者
の
農
業
経

営
の
安
定
に
必
要
な
資
金
を
貸
し
付
け
る
事
業
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２

保
険
資
格
者
は
、
農
業
を
営
む
者
で
あ
っ
て
、
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
個
人
又
は
法
人
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
共

済
事
業
の
共
済
関
係
の
存
す
る
者
そ
の
他
農
業
収
入
の
減
少
に
つ
い
て
補
塡
を
行
う
事
業
を
利
用
す
る
者
は
保
険
資
格
者

に
該
当
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

保
険
関
係
は
、
保
険
資
格
者
が
申
し
込
み
、
全
国
を
区
域
と
す
る
農
業
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
全
国
連
合
会
」
と

い
う
。
）
が
こ
れ
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
と
す
る
。

４

特
約
に
よ
り
、
保
険
料
に
基
づ
く
保
険
金
の
ほ
か
、
積
立
て
に
基
づ
く
補
塡
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

５

国
庫
は
、
被
保
険
者
の
支
払
う
べ
き
保
険
料
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
と
と
も
に
、
４
の
補
塡
の
四
分
の
三
を
負
担
す

る
こ
と
と
す
る
。

６

政
府
は
、
全
国
連
合
会
が
農
業
経
営
収
入
保
険
に
よ
っ
て
被
保
険
者
に
対
し
て
負
う
保
険
責
任
を
再
保
険
す
る
こ
と
と

す
る
。

７

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金
は
、
全
国
連
合
会
が
、
農
業
経
営
収
入
保
険
に
係
る
保
険
金
の
支
払
又
は
１
の
ロ

の
貸
付
け
に
関
し
て
必
要
と
す
る
資
金
の
貸
付
け
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
て
金
融
機
関
に
対
し
負
担
す
る
債
務
の
保
証
を
行

う
こ
と
と
す
る
。
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三
、
農
業
共
済
事
業
の
見
直
し

１

農
作
物
共
済
の
当
然
加
入
制
を
廃
止
し
、
他
の
共
済
事
業
と
同
様
の
任
意
加
入
制
に
移
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

家
畜
共
済
を
死
亡
廃
用
共
済
と
疾
病
傷
害
共
済
に
分
離
し
、
農
業
者
の
経
営
事
情
に
応
じ
て
別
々
に
加
入
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

農
業
者
の
被
害
率
に
応
じ
て
共
済
掛
金
率
を
設
定
す
る
仕
組
み
を
全
て
の
農
業
共
済
組
合
に
導
入
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
農
業
共
済
団
体

１

全
国
連
合
会
は
、
農
業
経
営
収
入
保
険
事
業
の
ほ
か
、
農
業
共
済
団
体
の
事
業
を
補
完
す
る
た
め
の
共
済
事
業
等
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

農
業
共
済
事
業
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
農
業
共
済
組
合
の
合
併
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
農
業
経
営
収
入
保
険
の
保
険
関
係
等

及
び
農
業
共
済
事
業
の
共
済
関
係
等
に
関
す
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
農
業
保
険
法
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
一

月
一
日
以
後
に
保
険
期
間
又
は
共
済
責
任
期
間
等
が
開
始
す
る
も
の
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
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２

政
府
は
、
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
農
業
保
険
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
農
業
保
険
へ
の
加
入
促
進
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、
農
業
保
険
の
効
率
的
か
つ
円
滑
な
実
施
に

関
す
る
情
報
提
供
等
に
関
す
る
規
定
の
追
加
、
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律

に
よ
る
収
入
減
少
影
響
緩
和
対
策
の
実
施
主
体
等
と
の
連
携
等
の
明
記
及
び
法
施
行
後
の
検
討
時
期
を
施
行
後
五
年
か
ら
施
行

後
四
年
に
前
倒
し
す
る
こ
と
の
四
項
目
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


